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各  位 

会 社 名 戸 田 建 設 株 式 会 社 

代表者名 代表取締役社長 大谷 清介 

     （コード：1860 東証プライム） 

問合せ先 企画ＩＲ部長 芝  慶幸 
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一括取得型自己株式取得（ASR）による自己株式取得 

のための第三者割当による第１回新株予約権の発行条件の決定に関するお知らせ 

 

 

当社が本日実施した東京証券取引所（以下「東証」といいます。）の自己株式立会外買付取引（ＴｏＳ

ＴＮｅＴ－３）における買付け結果により、2026 年３月 25 日開催の取締役会決議に基づく第三者割当

による第１回新株予約権（以下「本新株予約権」といいます。）の発行条件が確定いたしましたので、お

知らせいたします。なお、詳細につきましては、2026 年３月 25 日付当社プレスリリース「自己株式立

会外買付取引による自己株式の買付けおよび消却に関するお知らせ（一括取得型自己株式取得（ASR）に

よる自己株式取得および消却）」をご参照下さい。 

 

１．確定した発行条件の概要 

（１） 当 該 発 行 に よ る 

潜 在 株 式 数 

潜在株式数：4,651,100 株（上限）※ 

※上限の潜在株式数は、下記（２）の基準金額÷平均株価が

ゼロとなった場合を前提とした株式数 

（２） 行使時の交付株式数の 

算 定 方 法 

交付株式数＝(ⅰ)基準株式数－(ⅱ)基準金額÷(ⅲ)平均株価 

(ⅰ)「基準株式数」は、4,651,100 株 

(ⅱ)「基準金額」は、6,999,905,500 円。 

(ⅲ)「平均株価」は、下記(ａ)に下記(ｂ)を加えた数値（小

数第５位まで算出し、その小数第５位を四捨五入しま

す。）をいう。 

(ａ)2026 年３月 27 日（同日を含みます。）から本新株予

約権の行使請求の効力発生日（以下「行使請求日」と

いいます。）の直前取引日（同日を含みます。）までの

期間の各取引日（ただし、本新株予約権の発行要項に

定める除外市場混乱事由発生日を除きます。）の東証

における当社普通株式のＶＷＡＰの算術平均値に

101.4％を乗じた数値 
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(ｂ)2026 年３月 27 日（同日を含みます。）から行使請求

日の直前取引日（同日を含みます。）までの期間のい

ずれかの日を権利付最終日とする各配当との関係

で、①当該配当の１株当たりの配当額（ただし、各中

間配当および各期末配当については 25 円を控除し、

当該控除後の金額が０円を下回る場合には、０円と

します。）に、②当該配当に係る権利落ち日（同日を

含みます。）から 2026 年 10 月 14 日（同日を含みま

す。）までの取引日数を乗じた数値を、③2026 年３月

27 日（同日を含みます。）から 2026 年 10 月 14 日（同

日を含みます。）までの取引日数で除した数値（以下

「配当調整額」といいます。）を算出したうえで、各

配当に係る配当調整額を合計した数値 

 

以  上 

 


